
 

平成２１年２月１２日 

独立行政法人 造幣局 

 

 

労使関係制度検討委員会ヒアリング事項への回答について 

 

 

１.造幣局の概況 

 

（１）造幣局の目的  

 

 貨幣の製造等を行うとともに、貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情

報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与すること、勲章、褒章、記章及

び金属工芸品の製造等並びに貴金属の品位の証明等であって、公共上の見地から必要

とされるものを行うこと、を目的としている。 

   

（２）業務内容  

 

・ 貨幣の製造、販売及び鋳つぶし 

・ 貨幣回収準備資金に属する地金の保管 

・ 勲章、褒章、賜杯、記章及び極印の製造 

・ 公共上の見地から必要な金属工芸品の製造及び販売 

・ 貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析 

・ 上記業務に関する調査、試験、研究又は開発 

・ 上記業務の遂行に支障のない範囲内で、外国政府等の委託を受けて行う当該外

国政府等の貨幣の製造、販売等、勲章その他の金属工芸品及び極印の製造並び

に貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析   等 

 

（３）財務状況（１９年度決算） 

 

 【貸借対照表】                       （単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 

  

固定資産 

  

34,093

78,297

流動負債 

  

固定負債 

  

4,587

24,934

  負債合計 29,521

資料１３ 
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  資本金 

 政府出資金 

資本剰余金 

利益剰余金(注) 

66,857

66,857

223

15,788

  純資産合計 82,869

資産合計 112,390 負債純資産合計 112,390

 

 【損益計算書】        （単位：百万円） （注）独立行政法人造幣局法 

第１５条に基づき、中   

期目標期間終了時に  

6,260 百万円を国庫納 

付している。 

 

科   目 金 額 

Ⅰ 売上高 27,487

Ⅱ 売上原価 17,926

売上総利益 9,561

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,511

営業利益 3,050

Ⅳ 営業外収益 685

Ⅵ 営業外費用 144

経常利益 3,591

Ⅶ 特別利益 1

Ⅷ 特別損失 13

当期純利益 3,579

目的積立金取崩額 128

当期総利益 3,707

 【人員（人件費）の削減】 

「独立行政法人整理合理化計画」（平成１９年１２月２４日閣議決定）等に基づ

いて、平成１７年度末を基準として平成１８年度から５年間で１０％以上の人員を

削減中。また、総人件費は、平成１８年度から２２年度まで５％以上を基本に削減

を進め、その人件費改革の取組を平成２３年度まで継続することとしている。 

 

（４）職員数及び労働組合への加入状況（平成２０年１２月１日現在） 

  

・常勤職員数 ： 1,037 名（本局 631 名、東京支局 144 名、広島支局 262 名） 

 ・組合員数  ：  915 名（本局 546 名、東京支局 129 名、広島支局 240 名） 

 ・労働組合数 ：  １組合（全造幣労働組合） 

 ・組織率   ：  98.0％ 
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２.労務等担当部局 

 

・労使関係担当部局・・・・・・・・・総務部職員課 

                  東京支局総務課 

                  広島支局総務課 

・給与等労働条件を決定する部局・・・総務部人事課 

 

 

３.平成 19 年度の労使交渉の状況 

 

「団体交渉に関する協約」に基づいて交渉事項、交渉委員等団体交渉の規律を定め、 

団体交渉を行っている。また、組合活動に関しても協約等を結んでいる。 

 

（１）交渉回数・時間  

 

・交渉回数 

中央交渉・・・９０回 

地方交渉・・・９９回（大阪４２回、東京２８回、広島２９回） 

 

・交渉時間は、数十分から概ね一時間程度。 

 

（２）労使の交渉人員数  

 

地方交渉委員  
中央交渉委員

大阪 東京 広島 

当局側 １２名 ６名 ６名 ４名 

労組側 １２名 ６名 ６名 ４名 

 

（３）交渉事項  

 

（注）一回の交渉において複数の事項を交渉する場合があるので、下記の交渉

回数の合計は上記（１）の交渉回数とは一致しません。 

 

①中央交渉 

・賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休憩に関する事項（４８回） 

・給与、手当、賞与に関する交渉（３５回） 

・勤務時間、休暇等に関する交渉（２２回） 
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・昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項（６回） 

・労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項（６回） 

・その他労働条件に関する事項（５１回） 

 ・作業計画に関する交渉（１３回） 

・作業体制等の見直しに関する交渉（１０回） 

・福利厚生等に関する交渉（９回） 

・その他（１９回） 

 

②地方交渉 

・賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休憩に関する事項（２３回） 

・昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項（１回） 

・労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項（８回） 

・その他労働条件に関する事項（８４回） 

・作業計画に関する交渉（５３回） 

・作業体制等の見直しに関する交渉（１２回） 

・福利厚生等に関する交渉（８回） 

・その他（１１回） 

 

（４）労働協約の締結状況（別紙） 

 

１５年４月１日、独立行政法人化後においても１５年３月３１日以前に締結した

協約等は効力を有する旨の協約を結んでいる。 

 

（５）交渉不調の場合とその対応  

 

自主決着に努めているが、交渉不調となった場合には、「あっせん、調停及び仲

裁に関する協約」に基づき、中央労働委員会に紛争解決を委ねることになる。 

 

 

４.労働条件の決定方法  

 

(1)給与  

 

①団体交渉の権限 

全て中央交渉事項であり、本局で一括して行っている。 

 

②給与水準の考え方 
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独立行政法人通則法の規定に基づいて、職務の内容と責任に応ずるものであり、

かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものとなるよう決定。また、その基準は、

一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与、民間企業の従

業員の給与、造幣局の業務の実績及び中期計画の人件費の見積りその他の事情を考

慮して定めている。 

 

③給与決定に至るプロセス 

例年３月に組合から新賃金に関する要求書の提出を受け、団体交渉を開始。自主

決着を目指し、交渉を重ね、当局は、独立行政法人通則法に基づいて、民間企業の

従業員の給与の動向等を踏まえて、給与改定の方針を決定し、組合に対し回答する。 

組合が当局の回答に合意すれば決着する。 

平成２０年度の給与は、４月末、交渉不調となり、組合が中央労働委員会に調停

申請した。中央労働委員会から、労使双方が事情聴取を受けた後、調停案の提示が

あり、５月半ば、労使共に調停案を受諾し、決定した。 

調停不調の場合は、仲裁へ移行し、仲裁裁定を受けることとなる。法令により、

労使は裁定に対して服従義務がある。なお、特定独立行政法人となり、給与改定に

係る資金の追加支出に関する国会の承認要件はなくなっている。 

 

④給与の改定状況 

平成１５年度は中央労働委員会の仲裁裁定に基づいて給与を引き下げている。平

成１６年度から１９年度の間は、据え置きで自主決着している。平成２０年度は、

中央労働委員会の調停手続を経て、給与を引き上げている。 

 

⑤給与に関する団体交渉事項 

俸給、各種手当、昇格、昇給等の給与体系に係る事項を中心に団体交渉を行って

いる。いわゆる配分交渉は、賃金引上げ額(率)について労使で合意した後、組合か

ら配分に関する要求書の提出を受け、行っている。 

 

⑥給与に関する労働協約事項 

給与体系、俸給表等の改正のほか、各種手当の支給基準等に関して労働協約を結

んでいる。 

 

⑦非組合員の給与の取扱い 

労働協約に沿った「独立行政法人造幣局職員給与規程」等の改正等を通じて、労

働組合に加入していない職員は労働組合に加入している職員と同様の取扱いとし

ている。 
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(2)勤務時間その他の労働条件  

 

①団体交渉の権限 

一斉休憩の適用除外等支局の実情に委ねるべき一部の事項を除き、全て中央交渉

事項であり、本局で一括して行っている。 

  

②勤務時間等に関する団体交渉事項 

 職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇を対象とし、独立行政法人通則法の規定に

基づき、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」の適用を受ける国家公

務員の勤務条件その他の事情を考慮して決定している。 

 

③勤務時間等に関する労働協約事項 

職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇を対象に、交替制勤務の職員の勤務時間、

育児又は介護を行う職員の時間外勤務等の制限等に関して労働協約を結んでいる。 

 

④勤務時間等に関する非組合員の取扱い 

  労働協約に沿った「独立行政法人造幣局職員勤務時間等規程」等の改正等を通じ  

 て、労働組合に加入していない職員は労働組合に加入している職員と同様の取扱い 

としている。 

 

 

５.労使交渉等の透明性の向上 

 

（１）給与等の労働条件の公表方法  

 

独立行政法人通則法等の規定に基づいて、ホームページ上において「独立行政法

人造幣局職員給与規程」、「独立行政法人造幣局職員勤務時間等規程」等を公表して

いる。 

 

（２）労働協約など労使交渉に関する事項の公開  

 

給与や勤務時間等に関しては、関係規程等の公表により、実質上、労働協約など

労使交渉に関する事項の基本的なものは公開している。 

 

 

 

                                 以  上 
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別紙      平成１９年度労使協約締結の実績について 

№ 協 約 名 締結年月日 

１ 平成１９年６月における夏期手当の支給に関する協約 平成１９年６月１９日 

２ 給与体系の実施に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年７月３１日 

３ 職員の育児休業等に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年７月３１日 

４ 職員の自己啓発等休業に関する協約 平成１９年７月３１日 

５ 非常勤職員の就業に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年７月３１日 

６ 休職に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年７月３１日 

７ 職員の勤務時間等に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年７月３１日 

８ 組合活動に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年７月３１日 

９ 俸給暫定調整額支給細目に関する協約の一部改正に関する

協約 

平成１９年７月３１日 

１０ 期末手当及び奨励手当の支給細目に関する協約の一部改正

に関する協約 

平成１９年７月３１日 

１１ 通勤手当の支給に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年７月３１日 

１２ 初任給調整手当の支給に関する協約の一部改正に関する協

約 

平成１９年７月３１日 

１３ 初任給、昇格、昇給等の実施に関する協約の一部改正に関す

る協約 

平成１９年７月３１日 

１４ 給与額等を算出する場合の端数の取扱いに関する協約の一

部改正に関する協約 

平成１９年７月３１日 

１５ 俸給の特別調整額の支給に関する協約の一部改正に関する

協約 

平成１９年７月３１日 

１６ 団体交渉に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年８月２３日 

１７ 給与額を算出する場合の端数の取扱いに関する協約の一部

改正に関する協約 

平成１９年８月２９日 

１８ 給与体系の実施に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年８月２９日 

１９ 非常勤職員の就業に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年９月２８日 

２０ 外部との連絡調整を必要とする職務に従事する職員の勤務

時間に関する協約の一部改正に関する協約 

平成１９年９月２８日 

２１ 職員の勤務時間等に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年９月２８日 

２２ 俸給の特別調整額の支給に関する協約の一部改正に関する

協約 

平成１９年９月２８日 

２３ 期末手当及び奨励手当の支給細目に関する協約の一部改正

に関する協約 

平成１９年９月２８日 

２４ 給与体系の実施に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年９月２８日 
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№ 協 約 名 締結年月日 

２５ 期末手当及び奨励手当の支給細目に関する協約の一部改正

に関する協約 

平成１９年１０月１日 

２６ 単身赴任手当の支給に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年１０月１日 

２７ 通勤手当の支給に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年１０月１日 

２８ 住居手当の支給に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年１０月１日 

２９ 広域異動手当の支給に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年１０月１日 

３０ 職員の勤務時間等に関する協約の一部改正に関する協約 平成１９年１０月１日 

３１ 平成１９年１２月における年末手当の支給に関する協約 平成１９年１１月２９

日 

３２ 期末手当及び奨励手当の支給細目に関する協約の一部を改

正する協約の一部を改正する協約 

平成１９年１２月４日 

３３ 給与体系の実施に関する協約の一部改正に関する協約 平成２０年３月２８日 

３４ 非常勤職員の就業に関する協約の一部改正に関する協約 平成２０年３月２８日 

３５ 職員の育児休業等に関する協約の一部改正に関する協約 平成２０年３月２８日 

３６ 警備員の勤務時間に関する特例に関する協約 平成２０年３月２８日 

３７ 職員の勤務時間等に関する協約の一部改正に関する協約 平成２０年３月２８日 

３８ 期末手当及び奨励手当の支給細目に関する協約の一部改正

に関する協約 

平成２０年３月２８日 

３９ 俸給の特別調整額の支給に関する協約の一部改正に関する

協約 

平成２０年３月２８日 

４０ 地域手当の支給割合の特例に関する協約の一部改正に関す

る協約 

平成２０年３月３１日 
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             （関連法規） 

 

 

特定独立行政法人等の労働関係に関する法律（昭和 23 年法律第 257 号） 

 

（団体交渉の範囲） 

第八条 第 11 条及び第 12 条第 2項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる

事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただ

し、特定独立行政法人等の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とするこ

とができない。 

一 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項 

二 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項 

三 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項 

 

 

 

独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号） 

 

（職員の給与） 

第五十七条 特定独立行政法人の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるもので

あり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。 

２ 特定独立行政法人は、その職員の給与の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け

出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 前項の給与の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律 （昭和二十五年法律

第九十五号）の適用を受ける国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、当該特定

独立行政法人の業務の実績及び中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積り

その他の事情を考慮して定められなければならない。 

 

（職員の勤務時間等） 

第五十八条 特定独立行政法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について

規程を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更

したときも、同様とする。 

２ 前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 （平成六年法律第三

十三号）の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなけれ

ばならない。 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%8b%e3%8c%dc&REF_NAME=%88%ea%94%ca%90%45%82%cc%90%45%88%f5%82%cc%8b%8b%97%5e%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%98%5a%96%40%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%88%ea%94%ca%90%45%82%cc%90%45%88%f5%82%cc%8b%ce%96%b1%8e%9e%8a%d4%81%41%8b%78%89%c9%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=

